
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５次千葉市男女共同参画ハーモニープラン 
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資料１－４ 



はじめに 

少子高齢化の進行とこれに伴う生産年齢人口の減少に加え、IoT、AI 等テクノロジ

ーの進展、さらには地球温暖化に伴う気候変動リスクの増大、新型コロナウイルスの

感染拡大を契機とした、新しい行動様式の浸透などによる個人の価値観やライフスタ

イルの変化など、社会経済の様々な部分で不確実性が高まる中で、社会の持続的な発

展のためには、誰もが個性を認め合い、活かし、活躍することが出来る「男女共同参

画社会」の実現が必要です。 

千葉市では、平成３年（1991 年）９月に本市初の行動計画である「ちば女性計画・

ハーモニープラン」を策定し、以後、数次にわたる新計画の策定を経て、男女共同参

画を推進する施策を着実に実施してきました。また、平成 11 年（1999 年）12 月

には、男女共同参画の拠点施設である「千葉市女性センター」を開設し、平成 15 年

（2003 年）４月には、男女共同参画社会の実現を目指し、施策の基本的事項を定め

た「千葉市男女共同参画ハーモニー条例」（以下「ハーモニー条例」という。）を施行

しました。これらの取組みの多くは、一定の成果をあげてきましたが、男女共同参画

社会の実現はまだ途上であると言わざるを得ません。 

令和３年（2021 年）度に実施した市民意識調査の結果をみると、男性は仕事、女

性は家事・育児という性別役割分担意識について、男性では 30 歳代の次世代の育成

を担う子育て世代で『賛成』の方が半数を占めるなど、未だに固定的役割分担意識が

残っており、男女が社会の様々な制度や慣行によって、その活動が制限されることな

く、互いに尊重し合い、個性や能力を十分に発揮していくためには、多くの課題が残

されています。 

また、令和元年（2019年）度に発生した新型コロナウイルス感染症拡大の状況下

において、女性の雇用や所得に特に大きな影響が生じるなど、男女間の格差が依然と

して大きいことが顕在化しました。さらに、コロナ下の生活不安やストレス、外出自

粛等の影響により、全国的に DV 相談が増加するなど、様々な問題が浮き彫りになり

ました。 

一方で、テレワークや在宅勤務の普及など、多様な働き方が浸透し、ワーク・ライ

フ・バランスの新たな可能性が広がるなど、近年、社会情勢は大きく変化をしていま

す。 

こうした変革の時期の中で、本市は、男女共同参画社会の実現に向けて、様々な課

題に対応し、効果的な施策を展開していくため、「第５次千葉市男女共同参画ハーモニ

ープラン」を策定し、より一層の施策の推進を図ることとしました。 

今後は、本計画で掲げた施策はもちろん、千葉市が進めるあらゆる施策において、

男女共同参画の基本目標に基づき、市民・事業者の皆様とともに、その実現に向けた

取組みを強力に進めて参りますので、ご支援、ご協力をよろしくお願いいたします。  
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第１章   計画の考え方 

 

１ 趣旨 

平成 15 年（2003年）4 月に施行した「千葉市男女共同参画ハーモニー条例」

（以下「ハーモニー条例」という）に基づき、男女共同参画社会の形成に関する施策

並びに市民及び事業者の取組を総合的かつ計画的に推進するため、「第５次千葉市男

女共同参画ハーモニープラン」を策定しました。 

 

（１）目指すべき社会（ハーモニー条例前文）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

すべての市民が、  

男女の別なく個人として尊重され、  

お互いに対等な立場で  

あらゆる分野に参画する機会が確保され、  

責任を分かちあう男女共同参画社会  

（千葉市男女共同参画ハーモニー条例前文より） 
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（２）基本理念（ハーモニ条例第３条）  

①男女の人権の尊重 

性別による差別的取扱いを受けることなく、個人として尊重されること 

②男女の自立と多様な生き方の選択 

男女がともに自立し、自らの意思で多様な生き方を選択できること 

③市、市民、事業者の協働 

市、市民、事業者が、自らの意思により協働して男女共同参画に取り組むこと 

④意思決定の場への平等な参画 

あらゆる分野の意思決定の場に、男女が対等な構成員として参画できること 

⑤家庭生活と社会生活の円滑な運営 

家庭生活と社会生活を円滑に行い、家族の一員としての役割を果たせること 

⑥生涯にわたる心身の健康 

妊娠、出産その他の健康について、自らの意思が尊重され、生涯にわたる心身の

健康が維持されること 

⑦国際的協調 

男女共同参画社会の形成が、国際的な理解と協力の下に推進されること 
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２ 背景 

（１）社会経済情勢と千葉市の状況  

これまで、千葉市は、男女共同参画社会の実現に向け、拠点施設の整備や、ハーモ

ニー条例の施行、４次にわたる基本計画の策定と施策の実施など、着実に取組を進め

てきました。 

第 5 次プランの策定にあたり、第 4 次プラン策定以後の以下のような社会経済情

勢と千葉市の状況を踏まえた内容とする必要があります。 

 

① 人口減少社会の本格化と未婚・単独世帯の増加 

千葉市の合計特殊出生率は年々低下し、令和２年度は 1.22 となっており、人口は

2020 年代前半をピークに減少に転じる見込みです。 

 

【図１ 合計特殊出生率】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

また、未婚・単独世帯が増加するなど世帯構成にも大きな変化が生じています。 

千葉市の１世帯当りの平均人員は年々低下し 2060 年に２を下回ることが見込ま

れます。 
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出典：全国・千葉県「人口動態統計」、千葉市「千葉市保健統計」を基に作成 
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さらに、平均初婚年齢については、令和２年で男性 31.６歳、女性 29.８歳と年々

高くなる傾向にあります。 

 

【図３ 平均初婚年齢】 
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【図２ 世帯数及び平均世帯人員の推計（千葉市）】 

出典：令和４年（２０２２年）３月推計（千葉市作成） 
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出典：千葉市保健統計をもとに作成 
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加えて、生産年齢人口（１５-６４歳）は継続的に減少し、分野を問わず生産活動に

携わる労働力不足が懸念されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

このように、今後、人口構成や世帯構成にますます大きな変化が生じることが想定

される中で、女性の活躍を推し進めることは、女性本人の経済的自立や自己実現に資

するのみならず、社会全体として、地域社会の担い手の確保や、経済社会の持続可能

性向上にもつながっていきます。 

また、社会全体の活力を維持するため、希望する者が経済的な不安等を解消して結

婚できるようにするとともに、子どもを産み・育てたいと思う人が、安心して出産・

子育てしやすい環境を整備するなど、市内外から選ばれるまちづくりが必要です。 

 

② 災害等リスクの増大 

近年、人間活動の拡大に伴い地球温暖化が進行しており、今後、極端な降水や台風

の発生など気温上昇に伴う影響が深刻化することが懸念されます。 

千葉市においても令和元年の台風・大雨により次々と被災し甚大な被害を受けまし

た。 

  

【図４ 生産年齢人口（１５－６４歳）の見通し（千葉市）】 

出典：令和４年（２０２２年）３月推計（千葉市作成） 
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【近年発生した災害】 

災害名 被害状況 

令和元年房総半島台風 

（台風第 15号） 

負傷者：重傷１人、軽傷 12 人 

停電に伴う被害（熱中症等）：重症 4 人、 

軽傷 49 人 

住家被害：全壊 14件、半壊 245 件、 

一部破損 6,367 件、床上浸水 3 件、

床下浸水 4件 

避難者数：最大 612人 

令和元年東日本台風 

（台風第 19号） 

負傷者：重傷 0 人、軽傷 4 人 

停電に伴う被害（熱中症等）：重症 0 人、 

軽傷 1 人 

住家被害：全壊 0件、半壊 0 件、一部破損 83件 

避難者数：最大 2,106人 

令和元年 10 月 25 日

大雨 

負傷者：重傷 1 人、軽傷 2 人 

住家被害：全壊 8件、半壊 19 件、 

一部破損 38件、床上浸水 39 件、 

床下浸水 78件 

避難者数：最大 63人 

 

 

また、千葉市を含む首都圏は、マグニチュード７クラスの地震が発生する可能性が

高いとされています。その場合、建物やライフラインへの被害の発生、交通麻痺に伴

う帰宅困難者の発生が強く懸念されます。 

このような状況においては、迅速な復旧・復興が可能で、災害に強い地域社会づく

り、まちづくりが求められており、そのためには、男女双方の視点を活かした地域社

会づくり、まちづくり行われるとともに、男女双方が防災・復興の主体的な担い手と

なることが不可欠です。 

  

出典：千葉市「令和元年災害記録誌」を基に作成 
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さらに、大規模災害の発生時には、女性や脆弱な状況にある人々がより深刻な影響

を受けます。このような非常時には、平常時における固定的な性別役割分担意識を反

映して、増大する家事・育児・介護 等の家庭責任が女性・女児に集中しがちであるこ

と、女性がより職を失いやすいこと、配偶者等からの暴力や性被害・性暴力が増加す

ることといったジェンダーに起因する諸課題が一層顕在化します。 

今後も、大規模災害が発生する可能性があることを見据え、平常時から防災・復興

分野における男女共同参画を推進し、非常時に男女双方が活躍し、どちらか一方に負

担等が集中することがないような環境づくりを推進する必要があります。 

 

  

＜避難所開設・運営マニュアル【平常時編】＞ 

避難所運営委員会が、災害発生時に避難所運営を円

滑に行うことができるように、主に平常時に行う活動

をまとめたものです。 

避難所運営の基本方針や、避難所開設・運営マニュ

アル作成等の、平常時から準備していくことが記載さ

れています。 

男性、女性又はＬＧＢＴからの視点での配慮等も盛

り込まれています。 

＜避難所開設・運営マニュアル例【災害時編】＞ 

各避難所運営委員会が、避難所開設・運営マニュア

ルを作成する際の参考とするために千葉市が作成した

マニュアル例です。 

少なくとも委員の３割以上は女性にすることなどの

男女共同参画の視点や、災害時の性別特有のニーズや

ＬＧＢＴのニーズを意識し、避難所運営に反映させる

ためのチェックシートが盛り込まれています。 
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③ 新型コロナウイルス等感染症拡大リスクの増大 

令和 2 年（2020 年）、新型コロナウイルス（Ｃｏｖｉｄ－１９）は、グローバル

な移動環境を背景に、短期間で世界中に伝播し、大都市を中心に感染拡大し、経済活

動を停滞させるなど、過密都市やグローバル経済の感染症に対する脆弱性を顕在化さ

せました。 

こうした課題を克服し、しなやかで質の高い社会経済を構築していくためには、医

療体制の充実はもとより、デジタルトランスフォーメーションを推進し、テレワーク

や在宅勤務、時差出勤などの新しい働き方の普及・浸透も含め、「新たな日常」を通

じた、社会経済活動・行政活動の一層の効率化を進めていくことが必要であり、テク

ノロジーも活用しながら、感染症リスクに対応した新たなライフスタイルを支えるま

ちづくりを推進することが必要です。 

また、男女間においては、行動制限等により、非正規雇用労働者、宿泊、飲食サー

ビス業等が大きく影響を受けことにより、女性の雇用、所得が、男性に比べて大きく

減少するなど、男女間の格差が依然として大きいことが浮き彫りになりました。さら

に、生活不安やストレス、外出自粛等の影響により、全国的に DV 相談が増加するな

ど、様々な問題が表面化しました。 

 

【図５ 雇用者数の推移】 
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④ テクノロジーの進展 

今後、テクノロジーの発展とともに幅広い分野におけるＡＩなどの社会実装が進み、

Society5.0 に向けた本格的なデジタル社会に移行していくことが想定されます。 

経済活動や社会の規範、人々の価値観・ライフスタイルなど広範囲で変化が加速す

る中、テクノロジーは生産性向上やインクルーシブな社会の実現など、社会的課題を

解決・緩和し、質の高い社会を実現し得る、より一層、重要なツールとなります。 

そこで、市民一人ひとりが自分に最適な暮らしを実感でき、多様な主体が地域課題

の解決や新たな価値の創造に取り組むことができる社会の実現に向けて、テクノロジ

ーの効用を最大限発揮させる必要があり、そのためには、幅広い主体の連携によるス

マートシティの推進とともに、すべての市民がデジタル化の恩恵を享受できる環境を

整備することが求められています。 

また、多くの産業・職業が、情報技術や電子工学、機械工学と密接に関わるため、

この分野における人材育成が求められていますが、全国的に、大学等で理工系分野を

専攻する女性や研究者に占める女性が低く、無意識の思い込み（アンコンシャス・バ

イアス）の解消が必要です。 
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（２）国際社会・国・千葉県・千葉市の動き  

①国際社会の動き  

昭和 54 年（1979 年）に国連で採択された女子差別撤廃条約や、平成 7年（1995

年）の第４回世界女性会議で採択された北京宣言・行動綱領が事実上の国際基準とな

り、男女差別の解消に向けた取組みが継続的に展開されています。 

また、平成 27 年（2015 年）に、国連で採択された「持続可能な開発目標（ＳＤ

Ｇｓ）」には、「ゴール５ ジェンダー平等を実現しよう」等、本計画と関連した目

標が盛り込まれています。 

世界経済フォーラムが令和４（2022）年に公表した「ジェンダー・ギャップ指数

（GGI）」を G7各国で比較すると、平成 18 年（2006 年）に日本とほぼ同順位で

あったフランスやイタリアがそれぞれ 15 位、63 位と着実に順位を上げる中、我が

国は 1４６か国中 1１６位と低迷しているなど、国際社会のスピード感を備えた取組

みと比較すると、我が国の男女共同参画の推進状況は、政治分野や経済分野をはじめ

非常に遅れたものとなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ） 
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②国の動き  

平成 11 年（1999 年）に施行された「男女共同参画社会基本法」に基づき、平成

12 年（2000 年）に「男女共同参画基本計画」を、その後、５年ごとに基本計画が

策定されており、令和２年（2020 年）には現行計画である「第５次男女共同参画基

本計画」が閣議決定されています。この計画では、めざすべき男女共同参画社会の形

成の促進を図るため、４つの社会、 

①男女が自らの意思に基づき、個性と能力を十分に発揮できる、公正で多様性に富

んだ、活力ある持続可能な社会、 

②男女の人権が尊重され、尊厳を持って個人が生きることのできる社会、 

③仕事と生活の調和が図られ、男女が共に充実した職業生活、その他の社会生活、

家庭生活を送ることができる社会、 

④あらゆる分野に男女共同参画・女性活躍の視点を取り込み、SDGs で掲げられて

いる包摂的かつ持続可能な世界の実現と軌を一にした取組を行い、国際社会と協調

する社会、 

が改めて提示されています。 

また、令和４年（2022年）６月に決定された「女性活躍・男女共同参画の重点方

針 2022」の中では、第５次男女共同参画基本計画で決定した成果目標の達成や施策

の実施に向けた取組の更なる具体化を行うとともに、新たに取り組む事項として、 

①女性の経済的自立 

②女性が尊厳と誇りを持って生きられる社会の実現 

③男性の家庭・地域社会における活躍 

④女性の登用目標達成（第５次男女共同参画基本計画の着実な実行） 

を掲げ、速やかに各取組を進めるとされています。 

なお、ジェンダーギャップ指数でも課題となっている政治分野では、平成 30 年

（2018 年）に「政治分野における男女共同参画の推進に関する法律」が施行され、

国・地方公共団体の責務や、政党等が所属する男女それぞれの公職の候補者数につい

て目標を定める等、自主的な取組の努力等が定められています。 
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③千葉県の動き  

平成 13 年（2001 年）３月に、男女共同参画社会基本法に基づく初めての法定計

画である「千葉県男女共同参画計画」を、その後、数次にわたる策定を経て、令和３

年（2021 年）には、現在の「第５次千葉県男女共同参画計画」を策定しています。 

県計画では、男女がともに認め合い、支え合い、元気な千葉の実現を目指すことを

目標とし、あらゆる分野で男女がともに活躍できる環境づくりや安全・安心に暮らせ

る社会づくり、男女共同参画社会の実現に向けた基盤づくり等に取り組むなど、千葉

県における男女共同参画社会の実現に向けて、各種施策を推進することとしています。 

 

④千葉市の動き  

平成 3 年（1991 年）9 月に「ちば女性計画・ハーモニープラン」を策定し、数次

にわたる策定を経て、男女共同参画社会の実現に向けた様々な施策を展開してきまし

た。 

また、平成 11 年（1999 年）12 月に、男女共同参画社会形成のための拠点施設

として「千葉市女性センター」（平成 23年（2011 年）４月、「千葉市男女共同参

画センター」（以下「男女共同参画センター」という。）に名称変更）を開設しまし

た。 

さらに、平成 15年（2003 年）4 月には、「千葉市男女共同参画ハーモニー条例」

を施行し、男女共同参画推進の基本理念や市・市民・事業者の役割、基本的な施策を

定めました。 

平成 28 年（2016 年）３月には、「ちば男女共同参画基本計画～第４次ハーモニ

ープラン～」を策定し、５つの基本目標を設定するとともに、固定的性別役割分担意

識の解消に向けた取組や、配偶者等からの暴力などの人権被害の防止、政策・方針決

定の場への女性の参画拡大、ワーク・ライフ・バランスの推進、LGBT（性的少数者）

への理解促進と支援など、重要性が増す課題に対応を図ってきました。 
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３ 計画の基本的視点 

計画の趣旨と背景を踏まえ、男女共同参画社会の実現を目指すため、第 5 次プランの

策定にあたる基本的視点は次のとおりです。 

 

  （１）あらゆる分野における男女共同参画・女性活躍の視点の確保 

  男女共同参画・女性活躍は、分野横断的な価値として不可欠であり、あらゆる分野 

において男女共同参画・女性活躍の視点を常に確保し施策に反映することが必要で 

す。 

 

  （２）女性に対するあらゆる暴力の根絶に向けた取り組みの強化 

  女性に対する暴力をめぐる状況の多様化に対応しながら、女性に対するあらゆる 

暴力の根絶に向けて取組を強化することが必要です。 

 

  （３）多様な困難を抱える女性に対するきめ細やかな支援 

  多様な困難を抱える女性に対するきめ細やかな支援を行うことにより、女性が安 

心して暮らせるための環境整備を進めることが必要です。 

 

  （４）AI、IoT等の新たなテクノロジーの活用による環境の整備 

  AI、IoT 等の科学技術の発展に男女が共に寄与するとともに、その発展が男女共同 

参画に資する形で進むよう取り組むことが必要です。 

 

  （５）男女共同参画社会の形成をけん引する人材の育成 

  男女共同参画社会の形成を牽引する人材を育成するための教育や研修が重要であり、

特に、次代のリーダーを育成するための若年世代を対象とした取組が必要です。 
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４ 位置づけ・期間  

（１）位置づけ  

・ 本計画は、「ちば女性計画・ハーモニープラン」「ちば男女共同参画計画・ハーモ

ニープラン 21」「ちば男女共同参画基本計画・新ハーモニープラン（平成 23 年

度から後期計画として改定）」、「ちば男女共同参画基本計画～第４次ハーモニープ

ラン」に次ぐ、千葉市の第５次計画です。  

・ 本計画は、ハーモニー条例第９条に基づく男女共同参画の推進に関する施策を総

合的かつ計画的に実施するための基本的な計画です。 

・ 本計画は、男女共同参画社会基本法第 14 条第３項に規定されている市町村男女

共同参画計画にあたることから、千葉市の上位計画である「千葉市新基本計画」

や他分野の計画との整合性を考慮するとともに、国の男女共同参画基本計画を勘

案して策定しています。 

・ 本計画は、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」の第６条に規定さ

れている市町村推進計画です。 

・ 「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」の第２条の３第３

項の規定に基づく市町村基本計画は、本計画の一部として、「第３次千葉市 DV 防

止・被害者支援基本計画」を別に定めることとします。 

 

（２）期間  

本計画の期間は、令和５年度から令和９年度までの５年間とします。 

ただし、社会経済状況や進捗状況の変化により、必要に応じて見直しを行うことと

します。 
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５ 推進体制  

（１）推進体制  

男女共同参画社会の形成に向けた取組みは、あらゆる分野にわたることから、全庁

的な施策の展開を図ることが重要です。 

そのため、本市では、次のような推進体制のもとで本計画を実行します。 

 

① 千葉市男女共同参画推進協議会 

男女共同参画に関する市役所内の総合的な企画や、連絡調整等を行う庁内組織です。

副市長を会長、市民局長を副会長とし、教育長及び関係局長等を構成員としています。 

協議会の下に、生活文化スポーツ部長を幹事長、各局主管課長等を幹事とした幹事

会が置かれ、男女共同参画の総合的かつ効果的な推進を図るため、調査協議を行って

います。また、幹事会は各局等に男女共同参画推進員を置き、全庁的に男女共同参画

の施策を展開しています。 

 

② 千葉市男女共同参画審議会 

ハーモニー条例第 17 条に基づく、基本計画その他の男女共同参画社会の形成に関

する重要事項を調査審議するための市長の附属機関です。施策の実施状況について調

査審議し、市長に意見を述べることができます。 

 

③ 千葉市男女共同参画センター 

ハーモニー条例第 15 条に基づく、男女共同参画社会形成のための拠点施設です。 

男女共同参画センターでは、男女平等を目指す市民の方の様々な活動や学習を支援

するため、「調査・研究」「情報収集提供」「相談」「研修・学習」「交流啓発」の５

つの機能を有しています。 
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（２）市民や事業者、民間団体、他自治体等との協働と連携  

市民や事業者の主体的な取組みを支援し、ともに協力し合うとともに、国や県、他

の地方公共団体、民間団体等との幅広い連携を推進します。 

 

【推進体制図】 
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第２章   施策の内容 

 

 

基本目標 Ⅰ あらゆる分野における女性の活躍 

あらゆる分野に女性が参画し、その能力と個性を十分に発揮することは、少子高齢

化と生産年齢人口の減少が進む現代において、豊かで活力ある持続可能な社会の発展

に必要不可欠です。そのため、政策・方針決定過程や、働く場、地域社会等、あらゆ

る分野における女性の参画拡大を推進します。 

 

重点施策 

・政策・方針決定過程への女性参画拡大 

行政自らが率先して取り組む姿勢で、市職員の管理職に占める女性の割合や、附属

機関の女性委員の割合を引き上げるなど、意思決定の場への平等な参画に取組むとと

もに、市内事業所における女性の活躍を促進します。 

 

指標 

項目 現状 目標 
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施策の方向性（１） 政策・方針決定過程への女性の参画拡大 

【課題と現状】 

 

 

 

 

 

【具体的事業】 

 

 

 

施策の方向性（２） 働く場における男女共同参画の推進 

【課題と現状】 

 

 

 

 

 

【具体的事業】 
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施策の方向性（３） 男女がともに担う地域社会づくり 

【課題と現状】 

 

 

 

 

 

【具体的事業】 
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基本目標 Ⅱ 安全・安心で自分らしい暮らしの実現 

男女共同参画社会の実現のためには、性別に関わらず、一人ひとりの人権が尊重さ

れ、安全・安心で自分らしい暮らしが出来る環境が必要です。 

そのため、暴力やセクシャル・ハラスメント、性犯罪の防止や被害への対応など、

安全に暮らせる環境づくりへの取組や、家庭や経済状況など個人の置かれた環境によ

り、孤立したり、排除されたりすることなく、安心して暮らせる環境づくりへの取組、

性別や、性的指向・性自認、国籍等に関わらず、自分らしく暮らせる環境づくりへの

取組を進めます。 

また、男女がともに生涯にわたり健康的に生きられるための取組や、災害時や復興

の局面においても、男女がともに安全・安心に暮らせるための取組を進めます。 

 

重点施策 

・配偶者等からの暴力の防止と被害への対応 

特に、配偶者等からの暴力は、重大な人権侵害であり、男女共同参画社会の実現に

とって大きな障壁となるものです。そのため、この計画の一部として、別に「第３次

千葉市 DV 防止・被害者支援基本計画」を定め、取組を推進します。 

 

・多様性を尊重した暮らしやすい環境づくり 

男女の性別に限らず、様々な性的指向・性自認、国籍などに関わらず安心して暮ら

せるよう、理解の促進や環境作り、必要な支援に取り組みます。 

 

指標 

項目 現状 目標 
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施策の方向性（１） 配偶者等からの暴力の防止と被害への対応 

【課題と現状】 

 

 

 

 

 

【具体的事業】 

 

 

 

 

施策の方向性（２） セクシャル・ハラスメントや性犯罪等の防止と 

被害への対応 

【課題と現状】 

 

 

 

 

 

【具体的事業】 
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施策の方向性（３） 男女共同参画の視点に立った、 

困難を抱える方への支援 

【課題と現状】 

 

 

 

 

 

【具体的事業】 

 

 

 

 

施策の方向性（４） 多様性を尊重した暮らしやすい環境づくり 

【課題と現状】 

 

 

 

 

 

【具体的事業】 
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施策の方向性（５） 生涯にわたる健康づくりの促進 

【課題と現状】 

 

 

 

 

 

【具体的事業】 

 

 

 

 

施策の方向性（６） 防災・復興における男女共同参画の推進 

【課題と現状】 

 

 

 

 

 

【具体的事業】 
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基本目標 Ⅲ ワーク・ライフ・バランスの実現 

男女共同参画社会の実現のためには、男女がともにワーク・ライフ・バランスを実

現し、仕事と、家事・育児・介護といったケアワークに対しても主体的に関わること

が必要です。 

そのため、多様で柔軟な働き方の推進による、男女がともに働きやすい環境づくり

への取組や、家事・育児・介護等への支援による男女がともに担う家庭生活づくりへ

の取組、使いやすい市役所や一人ひとりのニーズに合った行政サービスの提供によ

る、行政手続き等への負担軽減の取組を進めます。 

 

重点施策 

・多様で柔軟な働き方の推進 

新型コロナウイルス感染症拡大によるテレワークの普及等、社会情勢の変化を好機

と捉え、多様で柔軟な働き方を推進します。 

 

指標 

項目 現状 目標 
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施策の方向性（１） 多様で柔軟な働き方の推進 

【課題と現状】 

 

 

 

 

 

【具体的事業】 

 

 

 

 

施策の方向性（２） 男女がともに担う家庭生活づくり 

（家事・育児・介護等への支援） 

【課題と現状】 

 

 

 

 

 

【具体的事業】  
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施策の方向性（３） 市民に寄り添ったデジタル化・スマート化の推進 

【課題と現状】 

 

 

 

 

 

【具体的事業】 
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基本目標 Ⅳ 将来を見据えた環境の整備 

男女共同参画社会は、市民の理解無くしては実現出来ません。そのため、個性や能

力を尊重した学校教育等の推進、市民の理解促進や家庭や地域における学習機会の充

実、民間団体との連携と支援などにより、理解促進や人材育成に取組み、円滑に施策

を実施出来る環境づくりを進めます。 

特に、将来にわたり、さらなる男女共同参画社会の実現を促進するためには、幼少

期から青年期における理解促進や人材育成が重要であり、様々な個性や能力を伸ばす

教育を推進します。 

 

重点施策 

・様々な個性や能力を伸ばし、可能性を拡げる学校教育等の推進 

幼少期から青年期における理解促進や人材育成、様々な個性や能力を伸ばす教育を

推進します。 

 

指標 

項目 現状 目標 
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施策の方向性（１） 様々な個性や能力を伸ばし、 

可能性を拡げる学校教育等の推進 

【課題と現状】 

 

 

 

 

 

【具体的事業】 

 

 

施策の方向性（２） 市民の理解促進・家庭や地域における 

学習機会の充実 

【課題と現状】 

 

 

 

 

 

【具体的事業】 
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施策の方向性（３） 男女共同参画を推進する 

民間団体との連携と支援 
【課題と現状】 

 

 

 

 

 

【具体的事業】 

 

 

 

 


